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三
　
国
有
財
産
に
関
す
る
綴

牛
尾
山
軍
用
地
の
返
還
陳
情
書　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

昭
和
二
十
二
年
十
二
月
十
三
日

陳
情
書

昭
和
二
十
年
三
月
、
海
軍
施
設
部
に
於
て
私
共
の
所
有
地
内
に
海
軍
防
備
施
設
を
施
す
事

に
な
り
ま
し
て
、
同
年
三
月
四
日
本
村
役
場
に
、
海
軍
施
設
部
並
に
島
田
海
軍
実
験
所
の

保
官
各
位
御
来
場
に
な
り
、
本
村
々
長
立
会
の
上
、
土
地
関
係
者
数
十
名
を
集
め
土
地
家

屋
買
収
の
ご
相
談
を
受
け
ま
し
て
、
其
席
上
に
於
て
係
官
殿
よ
り
、
私
共
の
家
屋
買
収
の

上
は
、
移
住
に
要
す
る
建
築
資
材
は
全
部
施
設
部
に
於
て
供
給
し
、
移
転
費
等
も
保
証
し
、

移
住
に
何
等
の
困
難
を
来
さ
ぬ
事
を
保
証
し
、
尚
此
防
備
施
設
は
、
戦
争
に
勝
ん
が
為
め

の
、
特
急
施
設
で
あ
っ
て
、
決
し
て
永
久
的
に
軍
の
使
用
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
戦

争
が
終
れ
ば
必
ず
元
の
居
住
者
に
、
無
償
返
還
し
て
呉
れ
る
と
の
事
も
併
せ
て
誓
っ
て
呉

れ
ま
し
た
の
で
、
私
共
は
全
く
係
官
殿
の
保
証
し
て
下
さ
っ
た
其
御
言
葉
を
信
じ
、
殊
に

戦
局
は
い
よ
い
よ
深
刻
に
な
っ
て
、
勝
つ
か
敗
け
る
か
と
云
う
境
に
ま
で
追
い
詰
め
ら
れ

た
場
合
で
あ
る
か
ら
、
是
非
共
軍
に
協
力
し
て
貰
い
度
い
と
の
、
御
言
葉
も
あ
り
ま
し
た

の
で
、
私
共
は
直
に
、
買
収
に
応
ず
る
旨
を
承
諾
し
、
土
地
家
屋
一
切
を
軍
に
提
供
し
、

家
具
、
家
財
等
は
親
戚
知
己
等
へ
預
入
れ
、
家
族
を
引
連
れ
、
一
と
先
づ
親
戚
へ
立
退
き
、

以
来
御
約
束
に
よ
り
、
施
設
部
に
対
し
建
築
資
材
並
に
移
転
費
を
屢
々
御
請
求
致
し
た
の

で
御
座
い
ま
す
が
、
何
分
当
時
の
施
設
部
は
広
範
囲
に
渉
る
施
設
の
関
係
上
か
責
任
者
も

度
々
変
り
た
る
為
め
、
私
共
が
如
何
に
最
初
の
御
約
束
の
実
行
を
迫
り
ま
し
て
も
、
施
設

部
と
し
て
は
、
前
責
任
者
は
ど
の
様
の
保
証
を
致
し
た
か
知
れ
ぬ
が
、
現
在
の
施
設
部
に

於
て
は
、
資
材
極
度
の
不
足
に
て
、
如
何
と
も
供
給
す
る
の
道
な
し
と
て
、
少
し
も
供
給

し
て
呉
れ
ず
、
且
つ
移
転
費
用
等
も
支
払
わ
ず
、
最
初
の
御
約
束
は
更
に
御
実
行
下
さ
ら

ず
、
私
共
は
取
り
つ
く
島
も
な
く
、
全
く
途
方
に
暮
れ
、
止
む
な
く
、
島
田
海
軍
実
験
所

其
他
各
方
面
へ
、
資
材
獲
得
の
運
動
を
続
け
て
参
っ
た
の
で
御
座
い
ま
す
が
、
遂
に
何
一

つ
資
材
を
得
る
に
至
ら
な
か
っ
た
の
で
御
座
い
ま
す
。
私
共
は
住
家
を
失
い
又
耕
地
を
失

い
、
農
業
人
と
し
て
の
生
活
も
出
来
ず
、
殊
に
同
じ
親
戚
に
長
く
同
居
す
る
事
も
赦
さ
れ

ず
、
親
戚
間
を
転
々
と
し
つ
つ
、
三
月
以
来
只
々
住
家
を
得
ん
為
め
、
建
築
資
材
の
獲
得

に
東
奔
西
走
、
全
力
を
尽
し
て
参
っ
た
有
様
で
、
働
く
事
も
出
来
ず
、
何
一
つ
収
入
の
道

と
て
な
く
、
買
収
金
を
以
て
生
活
費
に
充
て
、
其
日
を
過
ご
し
て
参
っ
た
の
で
御
座
い
ま

す
。
八
月
に
至
り
終
戦
と
な
り
ま
し
た
の
で
最
初
軍
の
誓
わ
れ
た
無
代
払
戻
し
を
信
じ
、

払
戻
方
に
つ
い
て
、
各
方
面
へ
運
動
を
起
し
た
の
で
御
座
い
ま
す
が
、
何
分
当
時
連
合
軍

の
接
収
が
済
ま
ず
、
一
日
も
早
く
接
収
済
と
な
る
事
を
希
い
、
此
払
下
運
動
に
再
び
浮
身

を
や
つ
す
身
と
な
っ
た
の
で
御
座
い
ま
し
て
、
私
共
の
生
活
は
ど
ん
底
に
陥
り
、
其
日
に

喘
い
で
居
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
此
間
に
於
て
、
村
長
殿
を
初
め

地
方
事
務
所
長
等
も
非
常
に
御
心
配
下
さ
い
ま
し
て
、元
住
宅
払
下
げ
の
速
進(

（
マ
マ
）)

運
動
を
起
し
、
御
局
へ
も
再
三
御
懇
願
に
参
り
、
陳
情
書
等
い
ろ
い
ろ
の
書
面
を
提
出
致

し
ま
し
て
、
一
日
も
早
く
元
住
宅
の
低
価
払
下
げ
の
願
わ
れ
る
様
、
御
懇
願
申
上
げ
た
次

第
で
御
座
い
ま
す
。
其
後
昨
年
十
月
に
至
り
、
御
払
い
下
げ
の
前
提
と
し
て
、
元
の
住
宅

へ
帰
る
事
を
御
許
可
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
低
価
御
払
下
げ
を
、
御
懇
願
致
し
て
あ
り
ま

す
場
合
、
全
く
安
心
し
て
十
一
月
に
帰
り
、
家
屋
破
損
の
修
理
、
荒
廃
せ
し
耕
地
の
復
旧

に
挺
身
し
て
ま
い
っ
た
の
で
御
座
い
ま
す
が
、
最
近
の
新
聞
紙
上
に
は
、
軍
関
係
の
建
物

は
、
政
府
の
御
方
針
と
し
て
払
下
価
格
が
相
当
高
価
で
あ
る
様
見
受
け
ら
れ
ま
す
が
、
私

共
の
住
宅
は
前
述
の
如
く
、
最
初
の
御
約
束
が
、
移
住
に
要
す
る
建
築
資
材
の
供
給
、
移

転
費
の
保
証
、
終
戦
後
に
於
け
る
無
代
払
戻
し
等
を
条
件
と
し
て
、
時
下
を
問
題
と
せ
ず
、

施
設
部
で
極
め
ら
れ
た
価
格
を
以
て
提
供
致
し
た
も
の
で
御
座
い
ま
し
て
、
軍
に
於
れ
て

も
登
記
も
せ
ず
、其
儘
私
共
の
所
有
に
し
て
置
か
れ
た
も
の
と
存
じ
ま
す
。
私
共
も
地
租
、

家
屋
税
等
、
今
日
ま
で
租
税
の
負
担
も
し
て
参
っ
た
次
第
で
御
座
い
ま
す
か
ら
、
新
聞
紙

上
に
あ
り
ま
し
た
高
価
払
下
の
建
物
の
内
へ
は
、含
ま
れ
て
居
ら
ぬ
事
と
は
存
じ
ま
す
が
、
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万
一
私
共
の
住
宅
も
同
じ
様
な
御
方
針
で
あ
る
と
致
し
ま
す
と
、
私
共
の
資
力
に
於
て
は

到（
マ
マ
）底
御
払
下
げ
を
受
け
る
事
は
至
難
で
御
座
い
ま
す
。
前
申
上
げ
ま
し
た
通
り
、
買
収
代

金
は
、
立
退
次
来
永
い
間
の
生
活
費
や
、
資
材
獲
得
の
為
め
に
奔
走
致
し
た
費
用
等
に
費

い
果
し
て
、
今
は
全
く
資
力
を
失
い
、
不
遇
の
生
活
を
送
っ
て
居
る
様
な
次
第
で
御
座
い

ま
す
。
何
卒
、
右
の
事
情
御
覧
察
下
さ
い
ま
し
て
、
私
共
の
資
力
に
於
て
、
私
共
の
住
宅

が
全
く
私
共
の
手
に
帰
り
、
安
心
し
て
食
糧
増
産
に
挺
身
出
来
ま
す
様
、
事
情
御
斟
酌
の

上
、
特
別
の
御
詮
議
に
よ
り
御
払
下
げ
願
度
、
三
名
連
署
を
以
て
、
此
段
陳
情
に
及
ぶ
次

第
で
御
座
い
ま
す
。

　
　

昭
和
二
十
二
年
十
二
月
十
三
日

　
　
　
　
　

静
岡
県
榛
原
郡
五
和
村
牛
尾
一
四
六
七
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
木　

文
平
㊞

　
　
　
　
　

同　

所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

生
田
猪
太
郎
㊞

　
　
　
　
　

同　

所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

田
中　

銀
蔵
㊞

　
　
　

名
古
屋
財
務
局
長
殿

　
　
　
　
（
金
谷
町
文
書　
『
金
谷
町
史　

資
料
編
三　

近
現
史
』
よ
り)
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海
軍
技
術
廠
牛
尾
施
設
の
転
換
計
画　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

昭
和
二
十
三
年
九
月
八
日

庶
第
六
九
三
号

　

昭
和
二
十
三
年
九
月
八
日　
　

榛
原
郡
五
和
村
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
田　

寛
司
印

　

名
古
屋
財
務
局
藤
枝
出
張
所
長
殿

　
　
　

中
央
処
理
事
項
に
付
い
て

貴
発
国
第
三
九
一
号
に
よ
る
標
記
の
件
、当
方
に
て
は
確
実
に
二
部
提
出
致
し
ま
し
た
が
、

今
般
の
ご
依
頼
に
よ
り
追
加
御
送
付
申
上
げ
ま
す
。
既
送
二
部
の
件
に
関
し
て
は
、
尚
良

く
御
調
査
願
上
げ
ま
す
。

　
　
　
　

記

　
　

別
紙
調
査
書

（
別
紙
）

一
、
申
請
者
調

　
（
イ
）
代
表
者
住
所
氏
名
其
の
他

　
　
　

静
岡
県
榛
原
郡
五
和
村
役
場　

村
長　

山
田
寛
司

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

電
話　

金
谷
一
二
四
番

二
、
転
換
計
画

　
（
イ
）
申
請
施
設
類
の
名
称
及
所
在
地

　
　
　
　

榛
原
郡
五
和
村
牛
尾

　
　
　
　
　
　
　
　

元
第
二
海
軍
技
術
廠
島
田
実
験
所
牛
尾
施
設

　
（
ロ
）
同
右
現
状
概
況
及
希
望
土
地
建
物
坪
数
等

　
　
　
　

土
地　

八
町
七
反
三
歩
（
宅
地
四
五
八
坪
、
畑
三
町
三
反
九
畝
九
歩
、　　

田

　
　
　
　
　
　
　

一
畝
、
雑
種
地
六
反
四
畝
二
十
八
歩
、
山
林
三
町
四
反
六
畝
二
十
二
歩
）

　
　
　
　
　
　
　

建
物　

表
門
見
張
所
、第
一
、ニ
、三
、四
倉
庫
、第
二
研
究
室
、電
源
室
、

　
　
　
　
　
　
　

発
振
室
、
工
員
住
宅
事
務
室
及
廠
舎
六
棟
、
総
計
六
四
七
坪

　
　
　
　
　
　

七
七

（
ニ
）
同
右
転
換
計
画
（
機
械
類
な
し
）

　
　

１
、
榛
原
郡
外
地
引
揚
者
互
助
会
の
厚
生
施
設　

一
九
〇
坪
七
〇

　
　
　
「
右
の
内(

（
朱
書
）)

一
一
五
坪
七
〇
を
昭
和
二
十
三
年
一
月
八
日
焼
失
一
月
十

　
　
　

日
付
報
告
ず
み
」

　
　

２
、
榛
原
郡
五
和
村
農
業
会
製
茶
再
製
工
場　

二
一
四
坪
五
〇

　
　

３
、
農
業
用
住
宅　

九
九
坪
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
和
村
牛
尾
八
木
文
平
（
元
所
有
者
）

　
　

４
、　

同　
　
　
　

三
四
坪
二
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　

田
中
銀
蔵
（　

同　

）

　
　

５
、　

同　
　
　

一
一
二
坪
八
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

生
田
猪
太
郎
（　

同　

）

(

リ)

払
下
、
貸
下
希
望
価
格
其
の
他

　

貸
下
料　

御
指
定
通
り(

土
地
、
建
物
共
夫
々
二
十
二
年
度
迄
納
入
ず
み)

　

払
下
料　

海
軍
本
来
の
施
設
は
適
宜
御
指
定
願
い
上
げ
度
き
も
、
住
宅
に
つ
い
て
は　

　
　
　
　

度
々
の
陳
情
書
の
通
り
海
軍
施
設
設
置
の
為
、
半
ば
強
制
的
に
立
退
き
を
命
ぜ

　
　
　
　

ら
れ
た
る
も
の
に
付
、
特
別
の
御
詮
議
を
願
い
上
げ
度
い
尚
又
焼
失
建
物
一
五

　
　
　
　

坪
七
は
、
名
古
屋
財
務
局
長
を
受
取
人
と
し
て
金
六
万
円
の
保
険
契
約
を
し
て

　
　
　
　

あ
り
、
右
保
険
金
受
領
に
関
す
る
関
係
書
類
は
、
総
て
貴
局
宛
送
付
し
て
あ
る
。

(

ヲ)

民
施
設
を
選
ば
ず
当
該
施
設
を
選
定
せ
る
理
由

　
　

１
、
外
地
引
揚
者
互
助
会

　
　
　

外
地
引
揚
者
救
済
の
急
務
と
、
当
時
適
当
な
る
民
施
設
無
く
、
加
ふ
る
に
資
材
不
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足
の
為
、
既
設
の
も
の
を
至
急
必
要
と
せ
る
に
よ
る
。

　

２
、
農
業
会
製
茶
再
製
工
場

　
　

資
材
不
足
の
為
、
農
業
工
業
化
の
一
端
と
し
て
製
茶
再
製
事
業
を
農
業
会
に
設
置
し

　
　

た
き
も
、
他
に
適
当
な
る
物
な
き
為
。

　

３
、
個
人
住
宅

　
　

前
述
の
如
く
戦
局
日
に
非
な
る
時
、
軍
の
重
大
施
設
と
称
し
強
制
的
立
退
を
命
ぜ
ら

　
　

れ
、
一
時
知
人
宅
に
仮
寓
し
他
に
住
居
な
き
に
よ
る
。

(

カ)

申
請
者
の
本
申
請
以
外
の
全
体
計
画

　
　
　

無
し

　
　
　
　
　
　
　
　

(

金
谷
町
文
書　
『
金
谷
町
史　

資
料
編
三　

近
現
史
』
よ
り)
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